
議案第３２号 

 

 令和３年度瑞穂町一般会計補正予算（第１６号） 

 

 令和３年度瑞穂町一般会計補正予算（第１６号）は、次に定めるところによ

る。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６５，６０１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６，０７７，８６１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定によ

り、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許

費」による。 

 

  令和４年３月２４日提出 

 

                     瑞穂町長   杉 浦 裕 之 





 
２

 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
 事業

項 事業名

 ２ 児童福祉費  子育て世帯への臨時特別給付金事業

 第２表 繰越明許費

款

71,579

 ３ 民生費

 ３ 民生費

5,000

金額

千円

 １ 社会福祉費

－ 3 －


























